
１月末

１２月末

～１２月

中小ものづくり高度化法に基づく
特定ものづくり基盤技術高度化指針の改正

中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律（中小ものづくり高度化法）制度の概要
・中小企業が有するものづくり基盤技術を強化することを目的に、平成18年4月成立。

・我が国製造業の国際競争力を支える
基盤技術として２０の技術を指定。

・これら基盤技術を有するものづくり中
小企業が目指すべき高度化の方向性
を示した技術別の将来ビジョンとして、
各技術の高度化指針を策定。

国

・指針に基づいた研
究開発等計画を作成

中小企業

認定

高度化指針の改正の趣旨

特定ものづくり技術の将来ビジョンと川下であるユーザー産業等の新たな市
場ニーズ等を踏まえて、９技術（下線）について高度化指針を見直すこととした。

認定計画に対する支援メニュー

・公的資金による研究開発資金
支援
・政府系金融機関の低利融資
・中小企業信用保険法の特例
・特許料等の軽減、等

改正スケジュール

指針改
正原案
作成

パブリックコメント

・中政審技術小委員会審議
・中政審経営支援部会審議
（以上、書面審議）
・各省協議

２月上旬（予定）

資料７

告示


